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４．官民連携による分野別戦略の推進 
これまでに、基盤技術分野として、ＡＩ技術、バイオテクノロジー、量子技術、マテリアル、また、応用分

野として環境エネルギー、安全・安心、健康・医療、宇宙、海洋、食料・農林水産業についての分野別戦略を
策定してきた。これらの戦略に基づき、第６期基本計画期間中、以下の点に留意するとともに、ＳＩＰやムー
ンショット型研究開発制度など関係事業と連携しつつ、社会実装や研究開発を着実に実施する。また、分野別
戦略は、定量分析や専門家の知見（エキスパートジャッジ）等を踏まえ、機動的に策定、見直し等を行う。

なお、環境エネルギー分野については第２章１．（２）に、安全・安心分野については第２章１．（３）に既
述されているので、当該部分を参照のこと。 

（戦略的に取り組むべき基盤技術） 
（１） ＡＩ技術
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

人工知能（ＡＩ）の利活用が広く社会
の中で進展してきており、米国、中国を
はじめとした諸外国ではＡＩに関する
国家戦略を策定し、世界をリードすべく
しのぎを削っている。こうした中、ＡＩ
が社会に多大なる便益をもたらす一方
で、その影響力が大きいことを踏まえ、
適切な開発と社会実装を推進していく
ことが必要である。 

このため、第６期基本計画期間中は、
「ＡＩ戦略2019」に掲げた教育改革、研
究体制の再構築、社会実装、データ関連
基盤整備、倫理等に関する具体目標を実
現すべく、関係府省庁等での各取組を進
めていく。また、深層学習の原理解明に
よる次世代の機械学習アルゴリズム、同
時通訳等の高度な自然言語処理、医療や
ものづくり分野等への適用に重要な信
頼性の高いＡＩ等の諸外国に伍する先
端的な研究開発や人材・研究環境・デー
タの確保・強化など、戦略の進捗状況や
ＡＩの社会実装の進展等を踏まえた不
断の見直しを行い、国民一人ひとりがＡ
Ｉの具体的な便益を実感できるよう、戦
略を推進していく。

・「ＡＩ戦略2019」のフォローアップを踏
まえて更新した「ＡＩ戦略2021」に基
づき、各施策を推進中。主な成果は下
記。 

（教育改革） 
- 「数理・データサイエンス・ＡＩ教

育プログラム認定制度」へ賛同・協
力する企業等を掲載するＨＰ「数
理・データサイエンス・ＡＩ教育プ
ログラム支援サイト」を2021年７月
に開設。賛同・協力企業数66社（2022
年５月２日時点）。

- 「数理・データサイエンス・ＡＩ教
育プログラム認定制度」の応用基礎
レベルの教育プログラムを認定す
る制度に関する実施要綱を作成し
パブリックコメントを実施。2022年
３月より公募を開始。

- リテラシーレベル及び応用基礎レ
ベルの数理・データサイエンス・Ａ
Ｉ教育の普及・展開や、当該教育分
野を牽引するエキスパート層の育
成において、中心的役割を担う拠点
大学を選定。

- 政府職員を対象としたＡＩ教育プ
ログラムコンテンツを作成し、デジ
タル庁の情報システム統一研修の
中に「ＡＩリテラシー」コースとし
て新設し、2022年１月より受講運用
を開始。

（研究開発） 
-（１．（１）④参照） 

（社会実装等） 
- 2021年６月に包括的データ戦略を策

定。
- 新たなＳＢＩＲ制度の運用に向け、

スタートアップ等に支出可能な補
助金等に係る支出目標額を定める
「2021年度特定新技術補助金等の
支出の目標等に関する方針」、政策
ニーズに基づき国が研究開発課題
を設定して交付する補助金等の公

・「ＡＩ戦略2022」に基づき、各施策を推
進。主な取組は下記。 

（差し迫った危機への対処） 
- 気象、地震動、洪水・土砂災害の予

測システム等の構築に向けた研究
開発の推進。【文】

- ＯＥＣＭを活用した健全な生態系
の回復及び連結促進に向けた、生物
多様性の「見える化」。【環】

- 人と共に進化する説明可能なＡＩ
システムの研究開発。【経】

- ＡＩの品質評価・管理手法の確立に
向けた「機械学習品質マネジメント
ガイドライン」 の高度化、測定テス
トベッドの構築。【経】

- 装備品等の研究開発におけるＤＸ
の推進。【防】

（社会実装の推進） 
- 産業データ流通を促進する秘匿化

分散処理技術の開発。【経】
- 日本語関連のデータセットや大規

模言語モデル等の収集、構築。【総】 
- エッジ環境のＩｏＴデータを共有

せず実空間の分野横断的な行動リ
スク予測を可能にする分散連合型
のマルチモーダル・クロスモーダル
ＡＩ技術の研究開発。【総】

- 産総研等における高度ＡＩ人材育
成の強化。（計算資源や模擬環境等
を活用した若手ＡＩ人材の教育機
会の創出、海外人材派遣・受入制度
の強化）【経】

- 全ゲノム解析等に加えて、オミック
ス情報や臨床情報も活用したＡＩ
での解析による、創薬ターゲット等
の創出。【厚】

- 我が国の防衛に資するＡＩ技術の
適用に関する研究の推進。【防】

（教育改革） 
- 「数理・データサイエンス・ＡＩ教

育プログラム認定制度」へ賛同・協
力する企業数の拡充。【経】
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募・執行に関する統一的なルール等
を盛り込んだ「指定補助金等の交付
等に関する指針」を2021年６月に閣
議決定。ＳＢＩＲ制度による研究開
発成果の社会実装等の取組を推進。 

- 政府におけるＡＩ導入・活用の阻害
要因を把握するため、政府43機関を
対象としたアンケート及びヒアリ
ングを実施。阻害要因の本質的問題
の分析を実施。その結果は「人間中
心のＡＩ社会原則会議」の場で公開
するとともに、関係の議論に活用。 

・ＡＩ戦略実行会議の下に「新ＡＩ戦略
検討会議」を設置し、社会実装の充実
に向けた新たな目標設定とともに、パ
ンデミックや大規模災害等といった
非日常への対処に関する取組の具体
化として、2022年４月に「ＡＩ戦略
2022」を策定。 

- 「数理・データサイエンス・ＡＩ教
育プログラム認定制度」のリテラシ
ーレベルと応用基礎レベルにおけ
る教育プログラムの認定及び選定。
【科技、文、経】 

-（１．（１）⑤参照） 
（研究開発） 

-（１．（１）④参照） 
（その他） 

- ＳＢＩＲ制度を活用した研究開発
型スタートアップ等への予算の支
出機会の増大、社会ニーズや政策課
題に基づく研究開発等。【科技】 

 
（２）バイオテクノロジー 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

バイオエコノミーの推進は、新型コロ
ナウイルス感染症収束に向けた対応、食
料、医薬品等の戦略的なサプライチェー
ンの構築、環境負荷の低減等に貢献する
とともに、我が国経済の迅速な回復にも
資するものであり、その重要性は一層高
まっている。 

こうした認識の下、第６期基本計画期
間中は、「バイオ戦略2019」を具体化・更
新した「バイオ戦略2020（基盤的施策）」
及び「バイオ戦略2020（市場領域施策確
定版）」に基づき、高機能バイオ素材、持
続的一次生産システム、バイオ医薬品・
再生医療等関連産業等の９つの市場領
域について、2030年時点の市場規模目標
を設定した市場領域ロードマップに盛
り込まれた取組を着実に実施していく。
具体的には、各分野に応じて、バイオデ
ータ連携・利活用ガイドラインの策定及
びガイドラインに基づく取組の推進、グ
ローバルバイオコミュニティ・地域バイ
オコミュニティの形成と投資促進、グロ
ーバルバイオコミュニティにおけるバ
イオ製造実証・人材育成拠点機能の整備
等を進めていく。      

・2021年６月に我が国初となる４件の地
域バイオコミュニティを認定したほ
か、2022年４月に東京圏と関西圏のグ
ローバルバイオコミュニティを認定。 

・バイオコミュニティの中核となるバイ
オ製造実証について、2021年８月、新
たに東京圏の拠点整備を行う事業者
を決定し、バイオ製造基盤技術の開発
や製造実証を実施。 

・航空分野における脱炭素化の取組に寄
与するＳＡＦの商用化に向け、製造技
術確立に向けた技術開発及び実証事
業を実施。また、「航空機運航分野にお
けるＣＯ2削減に関する検討会」を設置
し、2030年時点で本邦エアラインによ
る燃料使用量の10％をＳＡＦに置き
換える目標を含め、ＳＡＦの普及促進
に向けた方策を示した工程表を2021
年12月に策定。 

・コントロール群については、2020年度
から引き続き、コントロール群構築に
向けた全ゲノム解析を推進しており、
目標症例数28,000の解析を2021年度
中には完了するなど、ゲノム・データ
基盤の構築を推進。 

・健康・医療データ利活用の促進に向け、
2021年６月、10月に健康・医療データ
利活用基盤協議会を開催。同意書、審
査体制及び第三者利活用システム等
の整備について議論。 

・ＳＩＰスマートバイオ産業・農業基盤
技術において、2023年３月までスマー
トフードチェーンプラットフォーム、
「食」に関わる「開発」、「生産」、「加
工・流通」、「販売・消費」、「資源循環」
の各ステージを最適化する研究開発

・大学改革やスタートアップ・エコシス
テム拠点都市の形成をはじめ、バイオ
コミュニティと各種施策との連携を
本格化させるため、2022年度末までに
「バイオコミュニティ成長施策パッ
ケージ（仮称）」を取りまとめ。【科技、
関係府省】 

・バイオ製造実証拠点の整備・利活用を
加速し、バイオ製造基盤技術の開発や
スケールアップ実証、人材育成を推
進。さらに、社会実装や人材育成、デ
ータ連携・利活用、インキュベーショ
ン等について、バイオ分野の特性を踏
まえた好事例の創出を図るため、2022
年度から、バイオコミュニティを実証
の場とした取組を順次展開。【科技、
経、関係府省】 

・人材・投資の呼び込みや情報発信の強
化に資するよう、バイオコミュニティ
間の連携を促進するため、産学官の関
係者からなる「バイオコミュニティ官
民連携プラットフォーム（仮称）」につ
いて、2022年度に基本設計を行い、
2023年度に構築。【科技、関係府省】 

・市場領域ロードマップの更新に際し、
経済安全保障の観点からも検討し、我
が国の技術の戦略的不可欠性を考慮
した持続可能で強靱なバリューチェ
ーンを設計。【科技、健康医療、経】 

・バイオものづくりやＳＡＦの視点も含
め、事業者や国民が仕事のやり方、自
分の強み、生活スタイルを炭素中立型
に転換していくための具体的な道筋
を示す「クリーンエネルギー戦略」を
策定。【経、関係府省】 

・バイオ技術により機能強化された水素
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を実施中。 
・2021年12月にバイオデータ連携・利活

用に関するガイドライン中間取りま
とめを公表し、それに基づき、最終取
りまとめに向けて実証中。 

・2021年７月、12月にワクチン開発・生
産体制強化関係閣僚会議を開催し、関
係府省の連携体制を確立。また、2021
年度第１次補正予算において5,000億
円規模の予算を確保し、「ワクチン開
発・生産体制強化戦略」に基づく取組
を準備中。 

・大規模コホートの一つである子どもの
健康と環境に関する全国調査（エコチ
ル調査）について、遺伝子解析に係る
参加者同意に関する手続等を実施中。
これまでの成果として235編の論文を
公表。 

細菌（ＣＯ2を取り込みプラスチックや
燃料を生産。）等の微生物の活用も念
頭に、革新的な素材や燃料をはじめ、
バイオ技術の研究開発や社会実装を
推進。【経】 

・合成生物学を活用した異分野事業者と
の共同開発を加速し、バイオものづく
りの中核を担う微生物設計プラット
フォーム事業者を育成するとともに、
産業界のニーズを踏まえた基盤技術
開発、拠点形成及び人材育成、生物遺
伝資源関連ビッグデータ利活用プラ
ットフォームを充実・強化。【文、経】 

・カーボンニュートラル社会の実現に貢
献するバイオ生産の革新に向けて、大
学等において異分野の研究者等をつ
なぎ、全体をデザインしながら統合的
な研究開発を行うための体制の整備
や幅広い新規技術の掘り起こしを行
うなど、アカデミアにおける基礎研究
及び人材育成に係る取組を、産業界と
も連携しながら一層促進。【文】  

・現行の技術開発、実証事業への支援に
加え、グリーンイノベーション基金／
ＣＯ2等を用いた燃料製造技術開発事
業において、ＳＡＦの大量生産が可能
となる技術を支援予定。また、工程表
の取組を着実に実施し、ＳＡＦの導入
を加速していくため、2022年４月に
「持続可能な航空燃料（ＳＡＦ）の導
入促進に向けた官民協議会」を立ち上
げ、課題やその解決策を官民で議論・
共有しつつ、国産ＳＡＦの研究開発・
製造やサプライチェーンの構築等を
推進。【経、国】 

・ＡＭＥＤが支援した研究開発のデータ
を産学官の研究開発で活用するため、
ＡＭＥＤに構築するデータ利活用プ
ラットフォームを用いて、ゲノム情報
の利活用を2022年度中に開始。また、
企業によるデータ利活用や複数の研
究間でのデータの利活用ができるよ
う、研究参加者の同意の在り方を関係
府省・関係機関と連携して整理し、
2022年度から順次適用。【健康医療、
文、厚、経】  

・「全ゲノム解析等実行計画」を速やかに
改定し、2022年度から集中的にがん・
難病に関する全ゲノム解析等を行い、
英国等での10万ゲノム規模の取組を
目指すとともに、産官学が幅広く分
析・利活用できる体制を整備。さらに、
日本人のゲノム情報に加えてオミッ
クス情報や臨床情報の解析における
ＡＩの活用のほか、創薬ターゲット等
を探索するＡＩプラットフォームを
活用し、これらの成果の速やかな患者
還元を進める。【健康医療、厚】 

・３大バイオバンクであるＴＭＭ計画、
ＢＢＪ及びＮＣＢＮの成果を連携・発
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展させ、一体的に利活用できる大規模
ゲノム・データ基盤の構築を推進。【健
康医療、文、厚】 

・気候変動や脱炭素、食料不足、輸出促
進等の社会課題に貢献できる有用品
種・生産方式を開発するため、「みどり
の食料システム戦略」に基づき、ＡＩ
等を活用したスマート食料生産基盤
の充実・強化を図る。【科技、農】 

・バイオデータ連携基盤の構築を目指
し、ＳＩＰ等の研究開発プロジェクト
を活用した実証を進め、2022年度中に
「バイオデータ連携・利活用に関する
ガイドライン（仮称）」を策定。並行し
て、2022年度末頃までにデジタル田園
都市国家構想へのバイオ戦略として
の貢献の在り方を具体化。【科技】 

・バイオコミュニティを異分野融合の場
として、量子など他分野の拠点との関
係構築に着手するほか、経済安全保障
の視点も加味しながら、基本的価値観
を共有する国との間で、バイオコミュ
ニティの活動を軸に拠点間交流を促
進。【科技、関係府省】 

・バイオ戦略のフォローアップモデルを
確立し、2023年度までの試行を経て、
他分野への波及を図り、異分野融合に
資する基盤を構築。【科技】 

・「ワクチン開発・生産体制強化戦略」
（2021年６月１日閣議決定）に基づ
き、今後のパンデミックに備えて、安
全で有効なワクチンを開発・開発する
ため、ＡＭＥＤに措置された基金等に
より、新たな創薬手法による産学官の
出口を見据えた研究開発支援、世界ト
ップレベルの研究開発拠点形成、デュ
アルユースのワクチン製造拠点の整
備等の取組を、2022年秋までに順次開
始。これらの取組を、関係府省・機関
が密接に連携して行うため、2022年３
月にＡＭＥＤに設立したＳＣＡＲＤ
Ａにおいて、国内外の情報収集・分析
を行い、ワクチン研究開発の全体を俯
瞰して支援の方向性を決定。【健康医
療、外、文、厚、経】 

・子どもの健康と環境に関する全国調査
（エコチル調査）については、2022年
度中に遺伝子解析を開始するほか、13
歳以降の調査実施に向けた基本計画
等を作成。これらの取組により、化学
物質が子どもの健康に与える影響等
の解明を進める。【環】 

 
（３）量子技術 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

量子技術は、我が国及び世界の社会、
経済、産業、安全保障に大きな変革をも
たらす可能性を秘めた革新的な技術で

・米欧中を中心に諸外国では、量子技術
を将来の経済社会の変革をもたらす
国家戦略上の重要技術と位置付け、国

戦略の見直しを踏まえ、 
- 新産業／スタートアップ企業の創

出・活性化等の量子産業の強化【科
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ある。近年、欧米や中国をはじめとする
諸外国では、各国が巨額の投資と大型の
研究開発に取り組むなど、将来の覇権を
かけた国家間・企業間競争が激化してお
り、我が国においても量子技術の研究開
発や社会実装に向けた戦略的な取組が
求められている。 

このため、第６期基本計画期間中は、
「量子技術イノベーション戦略」に基づ
き、量子コンピュータ、量子計測・セン
シング、量子通信・暗号等をはじめとす
る主要技術に関する研究開発の抜本的
強化、量子技術イノベ―ション拠点の形
成、国際協力の促進、戦略的な知的財産
マネジメントと国際標準化、優秀な人材
の育成に加え、既存技術と組み合わせる
ことによる短中期での実用化も含めた、
量子技術の産業・社会での利活用の促進
等、基礎基盤的な研究開発から社会実装
に至る幅広い取組を、我が国の産学官の
総力を結集して強力に推進する。   

家戦略の策定や研究開発投資の拡充、
拠点形成等の戦略的取組を急速に展
開。 

・我が国が量子技術の発展において諸外
国に伍しつつ、将来の国の成長や国及
び国民の安全・安心を確保するため
に、量子技術が拓く将来の社会像を明
確に設定した上で、国全体を俯瞰し、
2020年１月に「量子技術イノベーショ
ン戦略」を策定。 

・同戦略に基づき、2021年２月に基礎研
究から社会実装まで産学官連携によ
り一気通貫で実施する「量子技術イノ
ベーション拠点」が発足。 

・2021年９月には、国内主要企業が主体
となり、「量子技術による新産業創出
協議会」が設立し、戦略を踏まえた産
学官の動きが本格化。 

・他方、コロナ禍によるＤＸ化の進展、
カーボンニュートラル実現、国際競争
の更なる激化等、ここ数年の急激な環
境変化に対応するため、量子技術を活
用し、社会全体のトランスフォーメー
ションを実現するための新たな戦略
として、「量子未来社会ビジョン」を
2022年４月に策定。 

技、総、文、経】 
- 量子コンピュータ・量子通信の利用

環境整備、活用促進【科技、総、文、
経】 

- 産業競争力の基盤となる研究開発
／人材育成の充実【総、文、経】 

など、取組を加速・強化。 
①量子技術の社会実装に向けて、国産量

子コンピュータ、量子ソフトウェアの
研究開発の充実・加速を図るととも
に、量子計測・センシング技術の研究
開発を推進。また、量子技術を支える
優れた若手研究者・技術者や、他分野
連携・アウトリーチ活動等による幅広
い量子人材育成を推進。【科技、総、文、
経】 

②グローバルな量子暗号通信網の構築
に向けた量子通信・暗号、量子状態を
維持したまま通信を可能とする量子
インターネット実現に向けた要素技
術等の研究開発及び量子暗号通信ネ
ットワークの広域テストベッドの整
備・拡張に取り組み、実利用を想定し
た実証等を実施することにより、社会
実装の早期実現を推進。 
- グローバル量子暗号通信網構築の

ための研究開発【総】 
- 衛星通信における量子暗号技術の

研究開発【総】 
- グローバル量子暗号通信網構築の

ための衛星量子暗号通信の研究開
発【総】 

③量子技術イノベーション拠点の体制
の強化／拡大、産学官連携・国際連携
等の機能の充実や拠点間連携、情報発
信の強化を図る。 
- 産業競争力を強化するための新た

な拠点を追加。【科技、総、文、経】 
- 最先端の研究者が集い、我が国の量

子拠点を代表するヘッドクォータ
ー機能（世界に伍する最先端研究、
国内外への情報発信、複数拠点の連
携等）を強化。【科技、文】 

- 産業化を支援し、グローバル連携を
促進する拠点を産総研に創設し、技
術・知見・ネットワーク等にアクセ
ス可能な環境を構築。【経】 

- 量子技術イノベーション拠点と連
携して社会課題の解決を目指した
取組の推進。量子技術によるマテリ
アルズ・インフォマティクスを活用
した脱炭素社会のための革新的な
触媒技術等に係る技術開発・実証。
【文、環】 

- 将来の計算機・通信システムを見据
えて、量子コンピュータ・量子暗号
通信の知財・標準化を推進するとと
もに、官民が一体となった体制の整
備や民間の標準化活動の支援も含
めた国際的なルールづくりを主導



128 
 

していく体制や仕組みの構築。【知
財、科技、総、経】 

 
（４）マテリアル 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

マテリアルは、我が国の科学技術・イ
ノベーションを支える基盤技術である
とともに、リチウムイオン電池や青色発
光ダイオードなど、これまで数多くのイ
ノベーションを生み出し、世界の経済・
社会を支えてきた。一方、近年、マテリ
アルを巡る国際競争が熾烈になり、従
来、我が国がこの分野で有していた強み
が失われつつある中、残された「強み」
を生かしつつ、戦略的な取組を強化する
必要がある。 

このため、第６期基本計画期間中は、
「マテリアル革新力強化戦略」に基づ
き、国内に多様な研究者や企業が数多く
存在し、世界最高レベルの研究開発基盤
を有している強みを生かし、産学官関係
者の共通ビジョンの下、産学官共創によ
る迅速な社会実装、データ駆動型研究開
発基盤の整備と物事の本質の追求によ
る新たな価値の創出、人材育成等の持続
発展性の確保等、戦略に掲げられた取組
を強力に推進する。 

・2021年度より、全国の大学等の先端設
備共用ネットワークを基盤に、ＮＩＭ
Ｓを中心とした全国的なマテリアル
データ創出・収集体制を構築。データ
収集・利活用に必須となる”データ構
造化”への対応を優先的に進める共用
設備について、翻訳プログラムやテン
プレート作成作業を2021年度内に終
了。2022年度から作成作業を本格化す
るとともに、作成したプログラム・テ
ンプレートのデータ構造化システム
への実装等を実施。 

・2021年度補正予算において、高品質か
つ大量のデータを創出可能な先端共
用設備の整備及び、ＮＩＭＳにおいて
全国から収集したマテリアルデータ
をＡＩ解析するためのシステム構築
に必要な経費を計上。 

・全国でデータ駆動型の研究成果創出を
先導する取組を推進するため、2022年
度予算において、ＮＩＭＳのデータ駆
動型の研究者と全国の実験系の研究
者の共同研究を推進するために必要
な経費を計上。 

・文部科学省において、2021年度より、
産学の機関を超えた連携の下、カーボ
ンニュートラルやSociety 5.0の実現等
に向け、従来の試行錯誤型の研究手法
にマテリアルデータ活用を効果的に
組み合わせた革新材料開発課題の検
討を開始。2022年度予算において、当
該研究開発の本格実施に必要な経費
を計上。 

・「航空機エンジン向け材料開発・評価シ
ステム基盤整備事業（2021年度５億円
内数）」、「アルミニウム素材高度資源
循環システム構築事業（2021年度３億
円）」において、研究開発事業を開始。 

・グリーンイノベーション基金において
蓄電池・モーターについて高性能化、
省資源化等の技術開発に着手。 

・製造プロセスデータを一気通貫で収
集・活用することができる「マテリア
ル・プロセスイノベーションプラット
フォーム」を産業技術総合研究所地域
センター３か所に整備。 

・「先端計算科学等を活用した新規機能
性材料合成・製造プロセス開発事業」
（新規22億円）を2022年度に開始。 

・ 第 ６ 回マ テ リア ル 戦略 有識 者 会 議
（2021年６月）において、マテリアル
革新力強化戦略を踏まえ、特に重点的
に取り組むべき五つのテーマを選定。 

・マテリアル分野のデータ駆動型研究の
推進に向け、良質なデータを取得可能
な共用施設・設備の更なる整備や、デ
ータ収集・管理体制の強化、ＡＩ解析
基盤の強化等を進め、2023年度から全
国でのマテリアルデータ共用の試行
的実施及びＡＩ解析基盤の活用を開
始。（再掲）【文】 

・マテリアル分野のデータ駆動型研究に
ついて、ＮＩＭＳの磁石、高分子等の
領域をはじめとするデータを基軸と
した産学連携等の先導的取組の更な
る展開を図る。（再掲）【文】 

・産業界におけるデータ流通の取組とア
カデミアのデータ収集・利活用の連携
についての更なる検討を通じ、アカデ
ミアのみならず産業界も含めたデー
タ共有・利活用に向けた取組を推進。
（再掲）【科技、文、経】 

・我が国研究開発力と産業競争力強化の
観点からデータやＡＩを用いた予測
ツールの活用及びデータマネジメン
トの知見を府省横断で展開を図ると
ともに、脱炭素や資源制約克服等の解
決に資するデータ駆動型研究開発を
本格的に推進。（再掲）【科技、文、経】 

・合金開発の迅速化につながるデータ駆
動型の革新的合金探索手法やアルミ
スクラップを自動車の車体等にも使
用可能な素材へとアップグレードす
る基盤技術開発等の研究開発事業に
ついて、継続支援。【経】 

・グリーンイノベーション基金（次世代
蓄電池・次世代モーターの開発）にお
いて、最大2030年度まで技術開発・実
証を支援。【経】 

・「マテリアル・プロセスイノベーション
プラットフォーム」の本格運用を開始
し、中小・ベンチャーを含む産業界の
データ駆動型研究開発を推進。（再掲）
【経】 

・我が国の素材産業の競争力の源泉であ
り重要な「製造プロセス」について、
いわゆる６Ｇ向け電子機器や高性能
半導体製造に必要となる超高性能セ
ラミックス等の性能向上に資する基
盤技術開発を推進。【経】 

・引き続き、重点テーマについてフォロ
ーアップを実施するとともに、特に重
要なデータ駆動型研究開発の推進に
関しては、我が国研究開発力と産業競
争力強化の観点からデータやＡＩ解
析ツールの活用及びデータマネジメ
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・ 第 ７ 回マ テ リア ル 戦略 有識 者 会 議
（2022年２月）において、五つの重点
テーマが着実に進められていること
を確認。 

ントの知見を府省横断で展開を図る
ための検討体制を構築。【科技、文、経】 

 
（戦略的に取り組むべき応用分野） 
（５）健康・医療 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

第４次産業革命176のただ中、世界的に
医療分野や生命科学分野で研究開発が
進み、こうした分野でのイノベーション
が加速することで、疾患メカニズムの解
明や新たな診断・治療方法の開発、ＡＩ
やビッグデータ等の利活用による創薬
等の研究開発、個人の状態に合わせた個
別化医療・精密医療等が進展していくこ
とが見込まれている。 

このような状況変化等を背景に、第６
期基本計画期間中は、2020年度から2024
年度を対象期間とする第２期の「健康・
医療戦略」及び「医療分野研究開発推進
計画」等に基づき、医療分野の研究開発
の推進として、ＡＭＥＤによる支援を中
核として、他の資金配分機関、インハウ
ス研究機関、民間企業とも連携しつつ、
医療分野の基礎から実用化まで一貫し
た研究開発を一体的に推進する。特に喫
緊の課題として、国産の新型コロナウイ
ルス感染症のワクチン・治療薬等を早期
に実用化できるよう、研究開発への支援
を集中的に行う。また、医療分野の研究
開発の環境整備として、橋渡し研究支援
拠点や臨床研究中核病院における体制
や仕組みの整備、生物統計家などの専門
人材及びレギュラトリーサイエンスの
専門家の育成・確保、研究開発における
レギュラトリーサイエンスの普及・充実
等を推進する。さらに、新産業創出及び
国際展開として、公的保険外のヘルスケ
ア産業の促進等のための健康経営の推
進、地域・職域連携の推進、個人の健康
づくりへの取組促進などを行うととも
に、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ
（ＵＨＣ）の達成への貢献を視野に、ア
ジア健康構想及びアフリカ健康構想の
下、各国の自律的な産業振興と裾野の広
い健康・医療分野への貢献を目指し、我
が国の健康・医療関連産業の国際展開を
推進する。 

・第２期医療分野研究開発推進計画に基
づき、モダリティ（技術・手法）等を
軸とした六つの統合プロジェクト（医
薬品、医療機器・ヘルスケア、再生・
細胞医療・遺伝子治療、ゲノム・デー
タ基盤、疾患基礎研究、シーズ開発・
研究基盤）等を推進。 

・健康・医療分野におけるムーンショッ
ト型開発事業については、５人のプロ
ジェクトマネージャーによる研究開
発が2021年度から開始。日米共同声明
を踏まえた「がんムーンショット」を
含む新規プロジェクトの推進のため、
健康・医療戦略推進専門調査会の検討
を踏まえて研究開発構想を改定。 

・COVID-19によるパンデミックを契機
として、2021年６月に、政府が一体と
なって長期継続的に取り組む国家戦
略として「ワクチン開発・生産体制強
化戦略」を閣議決定。同戦略に基づき、
ワクチンの研究開発や製造を前進さ
せるための取組を実施。 

・関係府省の所管するインハウス研究機
関が行う医療分野のインハウス研究
については、健康・医療戦略推進事務
局、関係府省、インハウス研究機関及
びＡＭＥＤの間で情報共有・連携を恒
常的に確保する仕組みとして、連絡調
整会議を設置・開催。 

・医療分野の研究開発の環境整備とし
て、橋渡し研究支援拠点や臨床研究中
核病院における体制や仕組みの整備、
生物統計家等の専門人材及びレギュ
ラトリーサイエンスの専門家の育成・
確保、研究開発におけるレギュラトリ
ーサイエンスの普及・充実等を推進。 

・国民の健康寿命の延伸や世界最高水準
の医療の提供のため、ＡＭＥＤにおい
て、ＡＭＥＤが支援した研究開発から
得られたデータの利活用プラットフ
ォームとして、産学の研究開発におい
て品質管理されたデータを安全・安心
かつ効率的に利活用するための仕組
みについて検討。 

・健康・医療新産業協議会を設置し、公

＜医療分野の研究開発の推進＞  
・他の資金配分機関、インハウス研究機

関、民間企業とも連携しつつ、ＡＭＥ
Ｄによる支援を中核として、医療分野
の基礎から実用化まで一貫した研究
開発を一体的に推進。また、基金や政
府出資を活用して中長期の研究開発
を推進。【健康医療、ＡＭＥＤ室、総、
文、厚、経】  

・2040年までに、主要な疾患を予防・克
服し、100歳まで健康不安なく人生を
楽しむためのサステナブルな医療・介
護システムを実現するための挑戦的
な研究開発を引き続き推進するとと
もに、日米共同声明を踏まえた「がん
ムーンショット」を含む新規プロジェ
クトを2022年度中に開始。【科技、健康
医療、ＡＭＥＤ室、文、厚、経】 

・「ワクチン開発・生産体制強化戦略」
（2021年６月１日閣議決定）に基づ
き、今後のパンデミックに備えて、安
全で有効なワクチンを研究・開発する
ため、ＡＭＥＤに措置された基金等に
より、新たな創薬手法による産学官の
出口を見据えた研究開発支援、世界ト
ップレベルの研究開発拠点形成、創薬
ベンチャーの育成、デュアルユースの
ワクチン製造拠点の整備等の取組を、
2022年秋までに順次開始。これらの取
組を、関係府省・機関が密接に連携し
て行うため、2022年３月にＡＭＥＤに
設立したＳＣＡＲＤＡにおいて、国内
外の情報収集・分析を行い、ワクチン
研究開発の全体を俯瞰して支援の方
向性を決定。【健康医療、文、厚、経】 

・感染症有事対応の抜本的な強化とし
て、ＡＭＥＤにおいて新型コロナウイ
ルス感染症や新興・再興感染症に対す
る有効な治療薬等に関する研究開発
を支援。【文、厚】 

＜医療分野の研究開発の環境整備等＞  
・これまでの検討で整理された課題を踏

まえ、我が国における臨床研究拠点と
しての国立高度専門医療研究センタ
ーの組織の在り方について早急に検

                                                      
176 第4次産業革命とは、18世紀末以降の水力や蒸気機関による工場の機械化である第1次産業革命、20世紀初頭の分業に基づく電力を用いた大

量生産である第2次産業革命、1970年代初頭からの電子工学や情報技術を用いた一層のオートメーション化である第３次産業革命に続く、Ｉ
ｏＴ、ビッグデータやＡＩのようないくつかのコアとなる技術革新。 
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的保険外のヘルスケア産業の促進等
のための健康経営の推進、地域・職域
連携の推進、個人の健康づくりへの取
組促進等について検討・推進。 

・健康・医療産業等国際展開協議会を設
置し、アジア健康構想及びアフリカ健
康構想の下、各国の自律的な産業振興
と裾野の広い健康・医療分野への貢献
を目指し、我が国の健康・医療関連産
業の国際展開を推進。 

・喫緊の課題としてのCOVID-19に対し
ては、健康・医療戦略推進本部の下で、
COVID-19に係る研究開発等の関係
府省の支援施策を取りまとめ、関連す
る研究開発等を支援。 

討。【健康医療、厚】 
・生物統計家等の専門人材及びレギュラ

トリーサイエンスの専門家の育成・確
保等を推進するとともに、研究者に対
してレギュラトリーサイエンスや知
財等の実用化に必要な教育を推進。
【文、厚、経】  

・我が国の臨床研究に対する国民の信頼
の更なる向上と研究の推進を図るた
め、臨床研究法を適切に運用し、その
施行状況等を踏まえ、必要に応じて見
直しを実施。【厚】  

・研究開発成果を効率的に薬事承認につ
なげられるように、ＰＭＤＡのレギュ
ラトリーサイエンス戦略相談制度や
優先的な治験相談制度等の必要な運
用改善を行い、革新的な医薬品等の迅
速な実用化を図る。【厚】  

・国際的な規制調和を前提とした医薬品
等の品質、有効性及び安全性に関する
研究の支援、審査ガイドラインの整
備、審査員に対する専門的知識の向上
等を通じて、研究開発におけるレギュ
ラトリーサイエンスを普及・充実。
【厚】  

・ＡＭＥＤが支援した研究開発のデータ
を産学官の研究開発で活用するため、
ＡＭＥＤに構築するデータ利活用プ
ラットフォームを用いて、ゲノム情報
の利活用を2022年度中に開始。また、
企業によるデータ利活用や複数の研
究間でのデータの利活用ができるよ
う、研究参加者の同意の在り方を関係
府省・関係機関連携して整理し、2022
年度から順次適用。【健康医療、文、厚、
経】 

＜新産業創出及び国際展開＞  
・公的保険外のヘルスケア産業の促進等

のため、健康経営の推進、地域・職域
連携の推進、個人の健康づくりへの取
組促進等を実施。また、適正なヘルス
ケアサービス提供のための環境整備
として、ヘルスケアサービスの品質評
価の取組、公的保険サービスと公的保
険外サービスの連携等に取り組む。
【総、厚、経】  

・官民ファンド等による資金支援や、ワ
ンストップ窓口による情報発信、コン
サル支援や支援機関とのネットワー
ク支援等の取組を推進し、健康・医療
分野の新産業創出に向けたイノベー
ション・エコシステムを強化。【ＲＥＶ
ＩＣ室、文、厚、経】  

・ＵＨＣの達成への貢献を視野に、アジ
ア健康構想及びアフリカ健康構想の
下、各国の自律的な産業振興と裾野の
広い健康・医療分野への貢献を目指
し、我が国の健康・医療関連産業の国
際展開を推進。対象分野については、
医療・介護のみならず、裾野の広いヘ
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ルスケアサービスを含む全体をパッ
ケージとして展開。 【健康医療、総、
法、外、財、文、厚、農、経、国】 

＜ゲノム＞ 
・「全ゲノム解析等実行計画」を速やか

に改定し、がん・難病に関して既存の
医療では診断困難若しくは根治の可
能性が低いものの、全ゲノム解析等を
用いることにより、より精度の高い診
断・治療に係る効果が見込まれる患者
を対象に、2022年度から集中的に全ゲ
ノム解析等を行い、英国等での10万ゲ
ノム規模の取組を目指す。この取組を
通じ、全ゲノム解析等の解析結果をよ
り早期に日常診療へ導入していくと
ともに、新たな個別化医療の提供を実
現。さらに、我が国の強みとなる詳細
な経時的臨床情報の収集や、全ゲノム
解析と併せたマルチオミックス解析
の実施といった戦略的なデータの蓄
積を進め、蓄積されたデータを用いた
研究・創薬等を推進し、がん・難病等
の克服に向け、必要な体制を整備。【健
康医療、厚】 

 
（６）宇宙 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

今日、測位・通信・観測等の宇宙シス
テムは、我が国の安全保障や経済・社会
活動を支えるとともに、Society 5.0の実
現に向けた基盤としても、重要性が高ま
っている。こうした中、宇宙活動は官民
共創の時代を迎え、広範な分野で宇宙利
用による産業の活性化が図られてきて
いる。また、宇宙探査の進展により、人
類の活動領域が地球軌道を越えて月面、
深宇宙へと拡大しつつある中、「はやぶ
さ２」による小惑星からのサンプル回収
の成功は、我が国の科学技術の水準の高
さを世界に示し、その力に対する国民の
期待を高めた。宇宙は科学技術のフロン
ティア及び経済成長の推進力として、更
にその重要性を増しており、我が国にお
けるイノベーションの創出の面でも大
きな推進力になり得る。 

こうした認識の下、第６期基本計画期
間中は、「宇宙基本計画」に基づき、産学
官の連携の下、準天頂衛星システムや情
報収集衛星等の開発・整備、災害対策・
国土強靱化や地球規模課題の解決に貢
献する衛星開発、アルテミス計画による
月面探査に向けた研究開発、宇宙科学・
探査の推進、基幹ロケットの開発・高度
化、将来宇宙輸送システムの検討、各省
連携による戦略的な衛星開発・実証の推
進、衛星データ利用の拡大・高度化、ス
ペースデブリ対策や宇宙交通管理を含
む将来の宇宙活動のルール形成、宇宙活

・情報収集衛星について、2021年度には
新たにデータ中継衛星１号機の運用
を開始するなど、10機体制の確立に向
けた開発・整備を着実に実施中。 

・準天頂衛星システム４機体制の運用を
着実に実施。７機体制の構築に向け、
５～７号機及び関連地上設備を開発・
整備。 

・多頻度での情報収集を行うため、民間
の小型衛星コンステレーションの利
用を開始。 

・準天頂システムによる災害・危機管理
通報サービス及び衛星安否確認サー
ビスの整備・運用を着実に実施。 

・静止気象衛星ひまわり８号・９号によ
り着実な観測を継続。また、次期静止
気象衛星について、最新技術の調査等
を実施し、製造・打上げ・運用に向け
て検討中。 

・GOSAT-GWの設計や製作、試験を着
実に推進。2023年度の打上げに向け、
必要な開発を進行中。また、将来の観
測ミッション構想の検討を開始し、衛
星データによる排出量推計技術等の
国際標準化に向け、モンゴルでのＣ 
Ｏ2・メタンについて本技術の検証に着
手し、更にその成果を中央アジア等の
国々展開を推進するための活動を実
施。 

・電離圏や磁気圏、太陽活動を観測、分
析し、24時間365日の有人運転による

宇宙基本計画及び宇宙基本計画工程表
に基づき、以下を含む施策を通じて、宇
宙開発利用を推進。 
（１）宇宙安全保障の確保 
・情報収集衛星の10機体制の確立、準天

頂衛星システムについて、持続測位が
可能となる７機体制の2023年度目途
の構築に向けた衛星等の開発・整備を
着実に実施するとともに、民間の小型
衛星コンステレーション等の活用を
推進し、衛星データ利用の即時性及び
各種事象への即応性の向上を図る。ま
た、準天頂衛星システムについては、
より高度な持続測位実現に向け、２～
４号機後継機以降の機能・性能やシス
テム構成について検討し、技術開発を
実施。あわせて、電子基準点網の安定
的な運用・高度化等による高品質なデ
ータ提供等を着実に実現。【宇宙、関係
府省】 

（２）災害対策・国土強靱化や地球規模
課題の解決への貢献 

・夜間や悪天候でも高頻度観測が可能な
小型のレーダー衛星コンステレーシ
ョンを2025年までに構築すべく、国内
事業者から衛星データを購入し、関係
府省による利用実証を行い、衛星配備
を加速。また、低軌道衛星間光通信、
軌道上自律制御技術及び広帯域電磁
波受信技術等の重要基盤技術につい
て、我が国が先行して獲得するための



132 
 

動を支える人材基盤の強化等を推進し
ていく。 

宇宙天気予報を実施。また、「宇宙天気
予報の高度化の在り方に関する検討
会」を開催し、宇宙天気現象による社
会インフラへの影響とその対処の在
り方等を検討。 

・月周回有人拠点（ゲートウェイ）への
輸送（HTV-X）や有人滞在に係る技術、
月面の移動手段（有人与圧ローバ）の
開発を推進し、2020年代後半を目途に
日本人による月面着陸の実現を目指
すとともに、ＳＬＩＭや月極域探査機
の開発を推進中。 

・2022年１月、米国政府として、国際宇
宙ステーション（ＩＳＳ）運用期間を
延長する旨を発表。これを受け、各極
（日、欧、加、露）において、延長期
間における参加継続を検討中。 

・宇宙太陽光発電の研究開発を着実に実
施。 

・ＭＭＸ探査機を2024年度に打ち上げる
ために、着実に開発中。 

・Ｈ３ロケットについて、LE-9エンジン
の試験等に取り組み、ロケットの早期
完成に向けて開発中。抜本的な低コス
ト化等を目指した革新的な将来宇宙
輸送システムの研究開発のため、政策
ニーズや市場動向を見据えたロード
マップの策定に向けた検討を経て中
間取りまとめを策定し、オープンイノ
ベーションによる産学官共創体制に
よる研究開発を推進中。 

・有人サブオービタル飛行について、「サ
ブオービタル飛行に関する官民協議
会」（共同事務局：内閣府・国土交通省、
2019年６月設置）において、必要な環
境整備に関する専門的な議論を実施。 

・Beyond 5G 次世代小型衛星コンステ
レーション向け電波・光ハイブリッド
通信技術の研究開発を実施。 

・民間事業者とも連携しつつ、2025年度
以降のデブリ除去技術実証を目指し
て必要な開発を推進中。軌道上サービ
スに関し、ＣＯＰＵＯＳ法律小委員会
第61会期における議題13宇宙交通管
理に関するステートメントの中で、内
閣府主催の「宇宙空間の安定的利用の
確保に関する国際シンポジウム」等に
触れつつ、我が国の取組を紹介。 

取組を実施。さらに、衛星データ利用
の即時性及び各種事象への即応性の
向上を図るための取組を実施。【宇宙、
関係府省】 

・災害発生後迅速にできるだけ多くの適
切な人工衛星に観測依頼を行い、入手
したデータを解析して関係機関等に
提供するシステムの速やかな実用化
（各種防災計画や要領等への記載に
向けた検討を含む。）及び高度化に向
け、必要な開発等を推進。【宇宙、関係
府省】 

・線状降水帯等の予測精度向上に向け、
大気の３次元観測機能など最新の観
測技術を導入した次期静止気象衛星
を、2023年度を目途に製造に着手し、
2029年度の運用開始を目指す。【宇宙、
関係府省】 

・GOSAT-GWの2023年度の打上げを目
指すとともに、将来の観測ミッション
構想の策定を推進。衛星データによる
排出量推計技術等の国際標準化に向
け、海外での検証と展開を推進。【宇
宙、関係府省】 

（３）宇宙科学・探査による新たな知の
創造 

・アルテミス計画による月面探査につい
て、ゲートウェイへの輸送や有人滞在
に係る技術、移動手段（有人与圧ロー
バ）の開発を推進し、2020年代後半を
目途に日本人による月面着陸の実現
を目指す。【宇宙、関係府省】 

・アルテミス計画の実証の場として期待
される国際宇宙ステーション（ＩＳ
Ｓ）について、民間事業者の参画拡大
等の観点から、その延長について引き
続き検討。【宇宙、関係府省】 

・人類初の火星圏からのサンプルリター
ンのため、2024年度のＭＭＸ探査機打
上げに向けて開発を進行。【宇宙、関係
府省】 

（４）宇宙を推進力とする経済成長とイ
ノベーションの実現 

・衛星の空中発射や有人サブオービタル
飛行について、実証や事業に必要な制
度環境整備を進め、米国等との連携も
視野に入れながら、宇宙港の整備等に
よるアジアにおける宇宙ビジネスの
中核拠点化を目指す。【宇宙、関係府
省】 

（５）産業・科学技術基盤をはじめとす
る宇宙活動を支える総合的な基
盤の強化 

・我が国の宇宙活動の自立性の確保に向
けて、Ｈ３ロケットの国際競争力強化
に向けた研究開発や民間の小型ロケ
ットの事業化支援等を推進し、宇宙輸
送能力の拡大に取り組む。将来宇宙輸
送システムについて、抜本的な低コス
ト化等の実現に向けて、国際的な市場
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動向を踏まえつつ、官民共創で研究開
発及び環境整備を推進。【宇宙、関係府
省】 

・低軌道衛星間光通信等の次世代小型衛
星コンステレーション向け重要基盤
技術について、できる限り早期に実証
衛星を打ち上げることを念頭に、我が
国が先行して獲得するための取組を
実施。あわせて、量子暗号技術等の宇
宙ネットワーク基盤技術の研究開発
を推進。【宇宙、関係府省】 

・スペースデブリ対策について、2025年
度以降のデブリ除去実証に向け、事業
者と開発を進行。軌道利用のルール作
りに関する中長期的な方針に基づき、
国内のルール作りや国際規範の形成
に資する優良事例提供等を実施。【宇
宙、関係府省】 

・宇宙天気予報について、ＡＩを用いた
予測技術の研究開発により高精度化
を進めるとともに、予報業務等を確実
に実施するための専門組織によるハ
ブ拠点形成に取り組む。【宇宙、関係府
省】 

・マイクロ波方式やレーザー方式による
宇宙太陽光発電の研究開発を実施。
【宇宙、関係府省】 

・人材育成の促進。【宇宙、関係府省】 

 
（７）海洋 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

四方を海に囲まれ、世界有数の広大な
管轄海域177を有する我が国には、領土・
領海の保全と国民の安全を確保すべく
海を守り、経済社会の存立・成長の基盤
として海を生かし、貴重な人類の存立基
盤として海を子孫に継承していくこと
が求められている。また、海洋の生物資
源や生態系の保全、エネルギー・鉱物資
源確保、地球温暖化や海洋プラスチック
ごみなどの地球規模課題への対応、地
震・津波・火山等の脅威への対策、北極
域の持続的な利活用、海洋産業の競争力
強化等において、海洋に関する科学的知
見の収集・活用は不可欠である。2021年
からの「国連持続可能な開発のための海
洋科学の10年」では、我が国の強みであ
る科学技術の力をもって世界に貢献し
ていくことが求められている。 

このため、第６期基本計画期間中は、
「海洋基本計画」に基づき、海洋に関す
る施策を総合的かつ計画的に推進する。
特に海洋観測は海洋科学技術の最重要
基盤であり、ＭＤＡの能力強化や、カー

・「海洋基本計画」に基づき、海洋に関す
る施策を総合的かつ計画的に推進。 

・地球規模課題への対応としては、例え
ば海洋プラスチックごみ対策につい
ては、世界各地で行われている海洋表
層水中のマイクロプラスチックのモ
ニタリングのデータを収集・一元化す
るためのデータベースシステムの在
り方を検討し、要件定義を実施。また、
海洋プラスチックごみの有害性・リス
ク評価に向けた手法を検討。さらに、
海洋流出が懸念されるマイクロビー
ズ等から、再生可能資源等を由来とす
る海洋生分解性素材等への転換・社会
実装化の支援を実施。 

・海域地震・津波・火山の対策に向けて、
観測データの取得や発生メカニズム
の研究等を実施。「ゆっくり滑り（スロ
ースリップ）」の観測が巨大地震の事
前察知に重要であることを解明。 

・ＭＤＡの能力を強化し、我が国の広大
な排他的経済水域を最大限利用する
ために不可欠な海洋観測技術の高度

・海洋分野における観測・研究への市民
参加を進め、知の融合により人間や社
会の総合的理解と課題解決に貢献す
る「総合知」の創出を推進。【文】 

・世界各地で行われている海洋表層水中
のマイクロプラスチックのモニタリ
ングのデータを収集・一元化するため
のデータベースシステムの設計・開発
を実施。また、海洋プラスチックごみ
の有害性・リスク評価手法等の検討を
実施。「脱炭素社会を支えるプラスチ
ック等資源循環システム構築実証事
業」により、再生可能資源等を由来と
する海洋生分解性素材等への転換・社
会実装化を支援。「プラスチック有効
利用高度化事業」により、海洋生分解
性プラスチック開発・導入普及に向け
て、将来的に求められる用途や需要に
応えるための新たな技術・素材の開発
及び海洋生分解性プラスチックの国
際標準化提案に向けた研究開発を推
進。【科技、文、経、環】 

・「ゆっくり滑り（スロースリップ）」を

                                                      
177 我が国の領海（内水を含む。）及び排他的経済水域の面積は世界第６位、各国の海外領土の持つ海域も当該国のものとすると世界第８位と

される。 
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ボンニュートラル実現に向けた広大な
海洋環境の把握能力を高めるため、氷海
域、深海部、海底下を含む海洋の調査・
観測技術の向上を目指し、研究船の他、
ＲＯＶやＡＵＶ、海底光ファイバケーブ
ル、無人観測艇等の観測技術の開発を進
めていく。さらに、データや情報の処理・
共用・利活用の高度化を進めるため、デ
ータ・計算共用基盤の構築・強化による
観測データの徹底的な活用を図るとと
も に 、 海 洋 観 測 の Internet of 
Laboratory178の実現により、海洋分野に
おけるデータ駆動型研究を推進するこ
とを通じて、人類全体の財産である海洋
の価値創出を目指す。 

これらを進めるために、産学官連携を
強力に推進し、海洋分野のイノベーショ
ンの創出を目指す。      

化・効率化に向けて、有人観測に加え、
無人観測技術の高度化について、基礎
的な研究開発を実施。 

・ＳＩＰ第２期の「革新的深海資源調査
技術」 においては、海洋資源調査技術
の開発・実証の取組を進め、深海ター
ミナルの海域試験の実施や複数機運
用技術の開発等を含むＡＵＶの技術
開発を推進。 

・ＭＤＡの能力強化の一環として、地図
上に様々な海洋情報を重ね合わせて
表示できる「海洋状況表示システム」
の掲載情報の充実化を行うとともに、
海洋情報の連携を進めるためＡＰＩ
を公開。また、データ連携に関する官
民フォーラムを開催。 

・2022年３月に、北極域研究船の建造に
着手。また、ArCSⅡにおいて、北極域
研究の若手人材育成や、先住民との連
携を進めるための新規プログラムを
開始し、研究者の受け入れや現地派遣
枠を拡充。さらに、ＡＳＭ３の共同声
明においても、観測データの空白域で
ある北極域での国際連携観測を進め
るべきと指摘されていることを踏ま
え、2026年度に就航予定の北極域研究
船による観測を各国と連携して実施
するため、北極圏国をはじめとする
国々の研究者との議論を開始。 

・洋上風力発電の導入促進に向け、海洋
再生可能エネルギー発電設備の整備
に係る海域の利用の促進に関する法
律に基づき、５か所を促進区域に指定
し、うち４か所で事業者を選定。その
ほか、７か所を有望な区域、10か所を
一定の準備段階に進んでいる区域と
整理。 

・浮体式洋上風力発電施設のコスト低減
に向けて、浮体式洋上風力発電施設の
浮体構造や係留索の遠隔検査及びモ
ニタリングについての実態調査や実
現可能性の検討を実施。 

・海洋エネルギーの一つである潮流発電
について、我が国において潮流発電機
を実際に設置し、気象の影響を受けな
い発電実績を確認。 

・2021年10月にグリーンイノベーショ
ン基金「次世代船舶の開発」プロジェ
クトのテーマ・実施者を選定し、水素
燃料船、アンモニア燃料船等に係る技
術開発・実証を開始。 

・技術のトップランナーを中核として他
産業を含めた連携を促進しつつ、我が
国海事産業の国際競争力と船舶輸送
能力の強化を図るため、「海事産業集
約連携促進技術開発支援事業」におい

はじめとする海底地殻変動をリアル
タイムに観測するため、南海トラフに
おける観測装置の展開を推進。【文】 

・広大な海域における無人観測技術の高
度化に向け、7,000m以深ＡＵＶ・ＲＯ
Ｖ等の個別の機器開発を進めるとと
もに、海及び空の無人機の連携や、海
底光ファイバケーブル等を活用する
ことにより、次世代の観測体制システ
ムを構築。（再掲）【文】 

・ＳＩＰ第２期の「革新的深海資源調査
技術」において、海洋資源調査技術の
開発・実証の取組、及び複数機運用技
術、深海ターミナル技術等を含むＡＵ
Ｖの技術開発をはじめ、海洋観測技術
等に関する更なる研究開発を推進。
【科技】 

・「海洋状況表示システム」の更なる活用
を見据えた機能強化を実施。また、海
洋情報の充実を加速度的に高めるた
め、政府機関のみならず、地方公共団
体・民間・外国の機関等が保有するシ
ステムとの連携を強化。さらに、デー
タの流通と利活用を促進するため、Ａ
ＰＩ連携や必要なデータの標準化等
の環境整備を推進。【文、国】 

・我が国が有する膨大な海洋ビッグデー
タについて、ＤＩＡＳやスーパーコン
ピュータ等による解析・利活用を推進
し、気候・気象予測の更なる高度化や
海洋生態系の保全・利活用等の社会課
題解決に貢献。【文】 

・北極域の国際研究プラットフォームと
なる北極域研究船を確実に建造（2024
年度に進水、2026年度に就航予定。）す
るとともに、就航後の国際連携観測に
向けた議論を加速。また、拡充した研
究者の派遣・受入れや、先住民との連
携を着実に実施。これらの取組を通じ
て北極域の科学的知見を世界に提供
し、資源や北極海航路等に係るルール
メイキングに貢献。【文】 

・引き続き、再エネ海域利用法に基づき
区域指定や公募審査等を行い、国内の
着実な案件形成を推進。【経、国】 

・引き続き、浮体式洋上風力発電施設の
浮体構造や係留索の遠隔検査及びモ
ニタリング手法等を検討。【国】 

・潮流発電の実用化・普及に向けて、長
期運転や低コスト化に向けた技術課
題解消やビジネスモデルの構築に向
けた実証事業を推進。（再掲）【環】 

・引き続き、グリーンイノベーション基
金を活用し、水素燃料船、アンモニア
燃料船等に係る技術開発・実証を着実
に実施。【国】 

                                                      
178 種々の機器やデータ等が大容量のデータ通信を可能とするネットワークインフラでリアルタイムにつながり、場所を問わずシームレスに研

究活動を行える仕組みのこと。 



135 
 

て、船舶の低・脱炭素化等に向けた技
術開発を支援。 

・ＦＰＳＯ向けの電気系統の統合制御設
備や、海底パイプラインのメンテナン
ス用のＡＵＶに係る技術開発の支援
等を行い、海事産業における海洋開発
分野への市場進出を推進。 

・2021年６月に開催されたＩＭＯのＭＥ
ＰＣ76において、世界の大型外航船へ
の新たなＣＯ2排出規制となる「ＥＥＸ
Ｉ・ＣＩＩ格付け制度」の導入に関す
る海洋汚染防止条約の改正案が採択
され、当該規制は、2023年１月より開
始。また、2021年10月には我が国とし
て「国際海運2050年カーボンニュート
ラル」を目指すことを発表し、同年11
月に開催されたＭＥＰＣ77において、
ＩＭＯにおけるＧＨＧ削減戦略の改
定に関して「国際海運2050年カーボン
ニュートラル」を新たな目標として掲
げることを、米英等と共同で提案。 

・内航海運分野については、2021年４月
より「内航カーボンニュートラル推進
に向けた検討会」を立ち上げ、内航海
運を取り巻く状況や取り組むべき施
策の方向性等についての検討を行い、
同年12月に船舶における「更なる省エ
ネの追求」、及び代替燃料の活用等に
向けた「先進的な取組の支援」の二つ
を柱として掲げた「とりまとめ」を公
表。 

・港湾において水素・燃料アンモニア等
の受入環境の整備や、港湾オペレーシ
ョン・港湾立地産業の脱炭素化を図る
ＣＮＰの形成に向けて、2021年12月
に、各港湾管理者が国の方針に基づき
ＣＮＰ形成計画を策定するためのマ
ニュアルを公表。 

・引き続き、「海事産業集約連携促進技術
開発支援事業」において、船舶の低・
脱炭素化等に向けた技術開発を支援。
【国】 

・引き続き、洋上風力発電分野を含む海
洋開発分野の技術開発支援を進める
とともに、環境整備等を行い、海事産
業における海洋開発分野への市場進
出を推進。【国】 

・「2050年国際海運カーボンニュートラ
ル」を目指す我が国として、ＩＭＯ に
よる温室効果ガス削減目標の野心的
な見直しや、その達成手法の一つとし
て、規制的手法に加えて、経済的なイ
ンセンティブにより国際海運の脱炭
素化を強く促進する経済的手法の導
入等、ＩＭＯを通じた省エネ・脱炭素
化を一層加速させるための国際ルー
ル作りを主導。さらに、「国際海運2050
年カーボンニュートラルに向けた官
民協議会」を立ち上げ、関係者間の情
報交換を適切に実施することで、ゼロ
エミッション船の開発、ＩＭＯにおけ
る国際議論の主導、海事産業等の低・
脱炭素化に向けた投資の拡大、ＬＮ
Ｇ、水素、アンモニア等を燃料とする
ガス燃料船の船員の確保・育成等の幅
広い取組を官民で連携して計画的に
実施。【国】 

・内航海運分野については、引き続き省
エネ船の普及に向けた支援や船舶の
省エネ性能の見える化の促進等を行
うとともに、荷主等とも連携しつつ、
省エネ・省ＣＯ2を更に高度化した連携
型省エネ船の開発・普及等を推進。さ
らに、代替燃料の活用等、カーボンニ
ュートラルの推進に向けた開発や実
証等の取組を推進。【国】 

・引き続き、全国でＣＮＰ形成を推進す
るため、水素等を用いた新技術を港湾
に導入する実証事業を実施し、技術上
の基準等について検討するとともに、
低炭素型の荷役機械の導入やブルー
カーボン生態系を活用するための「ブ
ルーカーボン・オフセット・クレジッ
ト制度」の構築等を推進。【国】 

 
（８）食料・農林水産業 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

今日、科学技術の力の活用により、我
が国の豊かな食と環境を守り発展させ
るとともに、拡大する海外需要の獲得に
よる輸出拡大等に向け、農林水産業の国
際競争力の強化を図ることが求められ
ている。特に、農業従事者の多様なニー
ズへの対応を図るため、担い手がデータ
をフル活用し、スマート農業技術を導入
した革新的農業を実践することで、生産

・「みどりの食料システム戦略」の実現に
向け、2022年度予算では、「みどりの食
料システム戦略推進総合対策」、「みど
りの食料システム戦略実現技術開発・
実証事業」等の各種取組を後押しする
ための予算を新たに確保。 

・「スマート農業推進総合パッケージ」に
基づき、「スマート農業」を推進し、生
産現場の課題を解決していくため、ス

・「みどりの食料システム戦略」に基づ
き、中長期的な観点から、調達から消
費までの各段階の取組とカーボンニュ
ートラル等の環境負荷低減のイノベー
ションを推進し、雇用の拡大、地域所
得の向上及び豊かな食生活の実現を目
指す。我が国を取り巻く社会・経済や
政策の情勢、研究開発の動向を踏まえ、
「農林水産研究イノベーション戦略
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性を飛躍的に向上させ、所得向上に貢献
することが必要である。 

このため、第６期基本計画期間中は、
「食料・農業・農村基本計画179」に基づ
き、農林水産省において「農林水産研究
イノベーション戦略」を毎年度策定し、
農林水産業以外の多様な分野との連携
により、スマート農林水産業政策、環境
政策、バイオ政策等を推進する。その中
で、我が国発のスマート農業技術・シス
テムを生かした生産拠点をアジア太平
洋地域等に展開することで、我が国の農
業のブランド力向上、食品ロス削減等に
貢献する。また、林業・水産業において
も、現場へのＩＣＴ、ＡＩ、ロボット技
術等の新技術実装を着実に進める。さら
に、「農林水産業・地域の活力創造プラン
180」に基づき、2021年５月までに策定す
る「みどりの食料システム戦略」におい
て、2050年に目指す姿を示した上で、食
料・農林水産業の生産力向上と持続性の
両立をイノベーションで実現する。 

マート農業の導入効果を分析すると
ともに、導入コスト低減等のための農
業支援サービスの育成・普及、実践環
境の整備、学習機会の充実等に総合的
に取組中。 

・スマート農業を現場で実証し、社会実
装を加速させていく「スマート農業実
証プロジェクト」を2019年度から開始
し、これまで全国202地区において実
施。 

・生産部分だけでなく、加工・流通・消
費に至るデータ連携を可能にするス
マートフードチェーンの研究開発等
を推進。 

・新技術の開発から普及に至る取組を効
果的に進め、林業現場への導入を加速
化することを目的とした「林業イノベ
ーション現場実装推進プログラム」に
基づき取組を進行中。 

・漁業者や企業、研究機関、行政等の関
係者が、共通認識を持って連携しなが
ら、水産現場への新技術の実装を加速
化することを目的とした「水産新技術
の現場実装推進プログラム」に基づき
取組を進行中。 

・ムーンショット目標５「2050年まで
に、未利用の生物機能等のフル活用に
より、地球規模でムリ・ムダのない持
続的な食料供給産業を創出」の実現に
向け、研究内容の充実化・加速化を実
施中。 

・2021年６月に「農林水産研究イノベー
ション戦略2021」を策定し、スマート
農林水産業政策、環境政策、バイオ政
策の各種施策を推進。 

2022」に基づき、取組を強化。【農、関
係府省】 

・具体的には、環境負荷低減等の要請に
対応しつつ、健康面からのニーズにも
応える食の安定供給を実現するため、
スマート農林水産業、カーボンニュー
トラル・資源循環、持続可能で健康な
食等に関する取組を強化。【農、関係府
省】 

（１）スマート農林水産業の早期実装 
・現場の課題解決や気候変動やニーズの

変化に対応するため、超省力・省資源
型スマート農林水産業技術を開発。
【農、関係府省】 

・多様な現場実態に即した導入コストの
低減に向け、スマート化に合わせた産
地全体の栽培体系の転換や、シェアリ
ング等の新たな農業支援サービスの育
成・普及等を通じて、社会実装を加速
化する技術導入システムを構築。【農、
関係府省】 

・スマート農林水産業を担う幅広い人材
を育成するため、実証プロジェクトで
培われた人材やノウハウを活用すると
ともに、教育・研修の充実等を促進。
【農、関係府省】 

（２）2050年カーボンニュートラル達成
への貢献と資源循環の追求 

・カーボンニュートラルや資源循環利用
等に対する農林水産分野の潜在力を発
揮するため、吸収源技術、排出削減技
術、資源循環技術といった、社会的要
請に貢献度の高い技術の重点的な開
発・実用化を図る。【農、関係府省】 

・技術導入に対する取組意欲を喚起し、
国内外での効果を早期に発現するた
め、国際連携の体制整備・情報発信及
びアジアモンスーン地域における技術
の応用促進並びに市場メカニズム（ク
レジット取引、ＥＳＧ投資等）との連
結を図る。【農、関係府省】 

・生産力の向上と持続性の両立のための
品種開発力の抜本的な強化に向け、遺
伝資源の収集・管理、育種ビッグデー
タの構築、育種支援サービスを組み合
わせた「育種ハイウェイ」を構築。【農、
関係府省】 

（３）持続可能で健康な食の実現 
・環境負荷低減等の要請に対応しつつ、

健康面からもニーズの高い国産食材の
安定供給を実現するため、持続性と高
い健康機能性の発現の双方を実現する
生産システムを構築。【農、関係府省】 

・国産品ニーズの創出のための健康効果
を含む我が国の多様な食材の価値を消
費者へ伝えられるよう、健康に関する

                                                      
179 2020年3月31日閣議決定 
180 2013年12月10日農林水産業・地域の活力創造本部（本部長：内閣総理大臣）決定（2020年12月15日改訂） 
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体系的な国産食材情報を蓄積・提供す
るとともに、環境調和性、健康機能性
等の情報を食の総合的価値として、食
材とともに消費者に伝達するシステム
を構築。【農、関係府省】 

 
  




